
公立八鹿病院組合障害者活躍推進計画

機関名

任命権者

計画期間

障害者雇用に関する課題

【目標】

採用に関する目標

定着に関する目標

【取り組み内容】
1.障害者の活躍を推進する体制整備

・障害者雇用推進者を選任する。(令和元年９月１０日選任）

（2）人材

2.障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出

公立八鹿病院組合

公立八鹿病院組合管理者　春名　常洋

令和7年6月１日～令和8年5月31日

公立八鹿病院組合における令和7年6月１日時点の実雇用率は、法定
雇用率（2.8％）を下まわり、2.59％となっている。法定雇用障害者
数が0.5人不足している状況にあり、本年11月末までに充足するよう
採用活動を実施する。
また、令和8年7月より3.0％に引き上げられる法定雇用率に対応する
ため、当組合が障害者である職員が活躍できる職場となり、雇用者数
の増加に繋がるよう、体制整備や取り組みを進める。

（1）組織
・障害者職業生活相談員を選任する。（令和元年１２月１日選任）

〔実雇用率〕令和8年６月１日時点で3.0％

・不本意な離職を生じさせない

・障害者雇用推進者・総務・人事会計・看護部等を構成員とする障害
者雇用推進チームを設置する。

・障害者雇用推進者は、すでに任用している障害者及び今後新たに任用する障害者の能力及び希望
を踏まえ、各部署の所属長等に対して調査を行う等して職務の選定及び創出に努める。

・障害者職業生活相談員は、障害者である職員及び当該職員の上司に対して定期的に面談を行い、
本人の能力及び希望と本人の担当業務にギャップがないかどうか確認し、必要に応じて検討をおこ
なう。

・障害者職業生活相談員の候補となる者（選任予定の者を含む）につ
いて、必要に応じ障害者職業生活相談員資格認定講習を受講する。



3.障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理

・障害者からの要望を踏まえ、就労対策機器の購入を検討する。

　□特定の障害を排除しない　又は特定の障害に限定しない。
　□自力で通勤できるといった条件を設定しない。
　□介助者なしに業務遂行が可能といった条件を設定しない。
　□特定の就労支援機関からのみの受け入れを行わない。

・時間単位の年次休暇や特別休暇などの各種休暇を活用する。

（4）キャリア形成

（5）その他

・担当職務に応じた研修等の教育訓練を実施する。

・体調管理や状況把握のため、障害のある職員や所属部署職員と随時
面接を実施し、必要な配慮等を検討する。

（1）職務環境

・採用直後は少ない勤務時間から始め、徐々に勤務時間を増やす等障
害特性への配慮を行う。

・障害者である職員に対して、定期的に面談を行い、必要な就労支援
の把握を行い、過重な負担とならない範囲で必要な措置を講じる。

・新たに障害者である職員を募集する場合は、原則として公募による
こととし、募集・採用に当たっては、以下のとおり取り扱う。

　□「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けら
れること」といった条件を設定しない。

（2）募集・採用

・時差出勤・早出遅出制度など柔軟な時間管理制度の利用を検討す
る。（3）働き方
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